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第３３回 総会議事録 

１ 開催の日時   令和２年３月２６日（木）午後２時００分～午後３時００分 

 

２ 開催の場所   ホテル白鳥 ２階 鶴の間 

 

３ 議事日程 

議事録署名委員の指名について 

議 第１８５号  農地法第３条第１項の規定による許可申請について 

議 第１８６号  農地法第４条第１項の規定による許可申請について 

議 第１８７号  農地法第５条第１項の規定による許可申請について 

議 第１８８号  非農地確認について 

議 第１８９号  松江市農用地利用集積計画の決定について 

議 第１９０号  令和２年度松江市農業委員会事業計画の決定について 

議 第１９１号  松江市農業委員会事務局長の任免について 

 

 報告第６７号  会長専決処分の報告 

報告第６８号  事務局長専決処分の報告 

 

  

４ 出席委員（１７名）  欠席委員（２名） 

  １番 宮廻  彰夫（出）  ２番 冨士本 数彦（出）  ３番 高橋  裕典（出） 

  ４番 青砥  芳美（欠）  ５番 磯部 美津子（出）  ６番 勝田  達雄（出） 

  ７番 角 可津夫  （出）  ８番 永江  りえ（出）  ９番 矢野  秀行（出） 

 １０番 清水  秋廣（出） １１番 足立  裕子（出） １２番 吉岡  雅裕（出） 

 １３番 槇 原  篤（出） １４番 渡部  文明（出） １５番 吉岡  幸雄（出） 

 １６番 岸本  定朝（出） １７番 浅野  真治（出） １８番 古藤  一郎（欠） 

 １９番 三 島  進（出）  

 

５ 事務局職員出席者 

農業委員会 

事務局長 豊島 耕 農地係副主任 高尾 祥和 

農地係長 浅野 剛志 農地係主事 伊藤 謙 

農地係専門企画員 野津 慎一   

農地係主任 岡田 勝   
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６ 会議内容 

議 長 

（ 三 島 会 長 ） 

 

 

 

 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

定刻になりました。それでは、ただ今から第３３回松江市農業委員会総会を開会しま

す。最初に、出席委員数を確認します。本日の欠席届は、４番委員、１８番委員から

提出されています。委員定数１９名のうち、１７人の出席となっております。過半数

を超えていますので、本総会が成立していることを報告します。次に、本日の議事録

署名委員を指名します。１１番委員、１２番委員にお願いします。続いて、書記を任

命します。事務局の高尾副主任と伊藤主事にお願いします。 

それでは議事に入ります。議第１８５号「農地法第３条第１項の規定による許可申請

について」を上程いたします。事務局の説明をお願いします。 

それでは、議第１８５号、今月の農地法第３条の許可申請について、ご説明します。

お手元の議案の２ページと併せて「農地法第３条説明資料」をご覧ください。今月の

農地法第３条の許可申請は７件２１筆で、いずれも所有権移転の案件です。 

それでは先ず、４６番の案件からご説明します。申請は、西川津町の田３筆と下東川

津町の田７筆と畑２筆を家庭内で贈与されるものです。譲渡人はご覧のとおりです。

譲渡理由は、家庭の事情によるものです。譲受人はご覧のとおりです。譲受理由も、

家庭の事情によるものです。譲受人の世帯は、トラクター、田植機、コンバイン、乾

燥機等の農業用機械を所有されております。取得後は、水稲と野菜を栽培されます。

第３条第２項の要件等につきましては、お手元の資料に記載のとおりです。 

つづいて、４７番の案件についてご説明いたします。申請は、東持田町の現況畑の田

１筆と西持田町の現況畑の田１筆を売買されるものです。譲渡人はご覧のとおりです。

譲渡理由は、受け人からの要望によるものです。譲受人はご覧のとおりです。譲受理

由は、経営規模の拡大を図るためです。譲受人の世帯は、トラクター、耕運機、管理

機等の農業用機械を所有されております。取得後は、野菜を栽培されます。第３条第

２項の要件等につきましては、お手元の資料に記載のとおりです。 

つづいて、４８番の案件についてご説明いたします。申請は、上宇部尾町の畑１筆を

贈与されるものです。譲渡人はご覧のとおりです。譲渡理由は、労力不足及び受け人

からの要望によるものです。譲受人はご覧のとおりです。譲受理由は、隣接する自作

地と一体とした利用が見込めるためです。譲受人の世帯は、トラクター、田植機、コ

ンバイン等の農業用機械を所有されております。取得後は、野菜を栽培されます。第

３条第２項の要件等につきましては、お手元の資料に記載のとおりです。 

つづいて、４９番の案件についてご説明いたします。申請は、上宇部尾町の畑１筆を

贈与されるものです。譲渡人はご覧のとおりです。譲渡理由は、労力不足によるもの

です。譲受人はご覧のとおりです。譲受理由は、借入地を自作地として取得するため

です。譲受人の世帯は、トラクター、田植機、管理機等の農業用機械を所有されてお

ります。取得後は、果樹と野菜を栽培されます。第３条第２項の要件等につきまして

は、お手元の資料に記載のとおりです。 

つづいて、５０番の案件についてご説明いたします。申請は、八雲町西岩坂の現況畑

の田１筆を売買されるものです。譲渡人はご覧のとおりです。譲渡理由は、受け人か

らの要望によるものです。譲受人はご覧のとおりです。譲受理由は、隣接する自作地

と一体とした利用が見込めるためです。譲受人の世帯は、トラクター、耕運機等の農

業用機械を所有されております。取得後は、野菜を栽培されます。第３条第２項の要

件等につきましては、お手元の資料に記載のとおりです。 

つづいて、５１番の案件についてご説明いたします。申請は、八雲町熊野の現況畑の
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事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

１ ３ 番 委 員 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

１ ３ 番 委 員 

議 長 

 

田１筆を贈与されるものです。譲渡人はご覧のとおりです。譲渡理由は、労力不足に

よるものです。譲受人はご覧のとおりです。譲受理由は、当該農地の隣地に居住予定

であり、自作地の所有を希望するためです。譲受人の世帯は、耕運機、田植機等の農

業用機械を所有されております。取得後は、野菜を栽培されます。第３条第２項の要

件等につきましては、お手元の資料に記載のとおりです。 

つづいて、５２番の案件についてご説明いたします。申請は、玉湯町玉造の田１筆を

売買されるものです。譲渡人はご覧のとおりです。譲渡理由は、労力不足によるもの

です。譲受人はご覧のとおりです。譲受理由は、経営規模の拡大を図るためです。譲

受人の世帯は、耕運機、田植機、トラクター、コンバイン等の農業用機械を所有され

ております。取得後は、水稲を栽培されます。第３条第２項の要件等につきましては、

お手元の資料に記載のとおりです。 

以上、本案件は、いずれも農地法第３条第２項の不許可の要件には該当しないものと

認められます。ご審議の程、よろしくお願いいたします。 

それでは、現地調査班からの報告をお願いします。 

４７番の案件については、土壌の改善等、取得後すぐに耕作可能かどうかで議論いた

しましたが、今後地元の農業委員に経過を確認してもらうこととし、許可相当である

と判断いたしました。その他の案件については、事務局からの説明にあったとおり、

問題なしと判断いたしました。 

これより審議に入ります。ただいまの事務局の説明と現地調査班の報告につきまして、

ご意見・ご質問はありませんか。 

（なしの声） 

ないようでございますので、採決いたします。議第１８５号は原案のとおり許可する

ことにご異議ありませんか。 

（異議なしの声） 

ご異議なしということですので、議第１８５号は原案のとおり許可することに決しま

す。次に議第１８６号「農地法第４条第１項の規定による許可申請について」を上程

します。事務局の説明をお願いします。 

それでは、議題１８６号農地法第４条の許可申請について説明いたします。 

お手元の議案の５ページと併せて、『農地法第４条の説明資料』をご覧ください。 

それでは、４条の２３番について説明いたします。事業者はご覧のとおりです。転用

場所は大庭町の１筆です。都市計画区域区分は市街化調整区域です。農地区分は、農

用地区域内農地です。土地利用計画との調整ですが、農用地区域内で、令和２年２月

１２日付で農振法の用途変更の手続きがされています。転用目的は農産物加工施設で

す。許可該当条項は、農地法第４条第６項ただし書きで、農用地利用計画において指

定された用途に供するものに該当します。転用面積は４６３㎡、所要面積も同様の４

６３㎡です。事業計画ですが、申請地を整備し、農産物加工施設を建築するもの。事

業の詳細・資金計画等につきましてはご覧のとおりです。 

以上、上程いたしました４条１件については、農地法第４条第６項の不許可の要件に

は該当しないものと認められます。ご審議をお願いいたします。 

それでは、現地調査班からの報告をお願いします。 

事務局からの説明にあった通り、許可相当であると判断いたしました。 

これより審議に入ります。ただいまの事務局の説明と現地調査班の報告につきまして、

ご意見・ご質問はありませんか。 
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６ 番 委 員 

事 務 局 

６ 番 委 員 

議 長 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「農産物加工施設」とあるが、具体的に何を加工する施設なのか。 

お茶、ブルーベリー、柿の加工・袋詰めを行う施設です。 

わかりました。 

ほかにございませんか。 

（なしの声） 

ないようでございますので、採決いたします。議第１８６号は、島根県農業会議から

の意見聴取が不要の案件でございます。議第１８６号は、原案のとおり許可すること

にご異議ありませんか。 

（異議なしの声） 

ご異議なしということですので、議第１８６号は、原案のとおり許可することに決し

ます。次に、議第１８７号「農地法第５条第１項の規定による許可申請について」を

上程します。事務局の説明をお願いします。 

それでは、議題１８７号農地法第５条の許可申請について説明いたします。お手元の

議案と併せて、『農地法第５条の説明資料』をご覧ください。 

それでは、５条の９３番について説明いたします。譲受人、譲渡人はご覧とおりです。

転用場所は浜佐田町の 1 筆です。都市計画区域区分は、市街化調整区域緩和 A 区域で

す。農地区分は、10 ㏊以上の連たんがなく、過去に公共投資もないことから第２種農

地と判断いたしました。土地利用計画との調整ですが、農用地区域外です。転用目的

は建売住宅です。転用面積は 1,243.68㎡、所要面積は地図の斜線部分の赤道を含んだ

1336.74㎡です。権利の種類は、所有権の移転です。事業計画ですが、申請地を造成し、

共同住宅 5 棟を建築するもの。事業の詳細・資金計画等につきましてはご覧のとおり

です。 

次に５条９４番について説明します。譲受人、譲渡人はご覧のとおりです。転用場所

は東持田町の 1 筆です。都市計画区域区分は 市街化調整区域外緩和 A 区域です。農

地区分は、10 ㏊以上の連たんがなく、過去に公共投資もないことから第２種農地と判

断いたしました。土地利用計画との調整ですが、農用地区域外です。転用目的は建売

住宅です。転用面積は４９７㎡、所要面積も同様の４９７㎡です。権利の種類は所有

権の移転です。事業計画ですが、申請地を造成し、建売住宅２棟を建築するものです。

事業の詳細・資金計画等につきましてはご覧のとおりです。 

次に５条９５番について説明します。譲受人、譲渡人はご覧のとおりです。転用場所

は東持田町の１筆です。都市計画区域区分は、市街化調整区域緩和 A 区域です。農地

区分は、10 ㏊以上の連たんがなく、過去に公共投資もないことから第２種農地と判断

いたしました。土地利用計画との調整ですが、農用地区域外です。転用目的は建売住

宅です。転用面積は２４４㎡、所要面積は、北側の開発地の土地を含めた３５０㎡で

す。権利の種類は所有権の移転です。事業計画ですが、申請地を造成し、北側の斜線

部分の建売住宅建設予定地に１区画建売住宅を追加するものです。事業の詳細・資金

計画等につきましてはご覧のとおりです。 

次に５条９６番について説明します。譲受人、譲渡人はご覧のとおりです。転用場所

は八幡町の１筆です。都市計画区域区分は 市街化調整区域の緩和 A 区域です。農地

区分は、東松江駅から５００ｍ以内に位置しており第２種農地と判断いたしました。

土地利用計画との調整ですが、農用地区域外です。転用目的は駐車場及び庭です。転

用面積は１３５㎡、所要面積も同様の１３５㎡です。権利の種類は所有権移転の設定

です。事業計画ですが、申請地を駐車場及び庭として整備するものです。事業の詳細・
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事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資金計画等につきましてはご覧のとおりです。 

次に５条９７番について説明します。譲受人、譲渡人はご覧のとおりです。転用場所

は大庭町の１筆です。都市計画区域区分は 市街化調整区域の緩和 A 区域です。農地

区分は、10 ㏊以上の連たんがなく、過去に公共投資もないことから第２種農地と判断

いたしました。土地利用計画との調整ですが、農用地区域外です。転用目的は分家住

宅です。転用面積は２１３㎡、所要面積も同様の２１３㎡です。権利の種類は所有権

の移転です。事業計画ですが、駐車場として使用していた農地を整備し個人住宅を建

築するもので、追認案件となることから始末書が提出されています。事業の詳細・資

金計画につきましてはご覧のとおりです。 

次に５条９８番について説明します。譲受人、譲渡人はご覧のとおりです。転用場所

は八雲町西岩坂の１筆です。都市計画区域区分は 都市計画区域外です。農地区分は、

八雲支所から５００メートル以内に位置する為、第２種農地と判断いたしました。土

地利用計画との調整ですが、農用地区域外です。転用目的は個人住宅です。転用面積

は３３３㎡、所要面積も同様の３３３㎡です。権利の種類は所有権の移転です。事業

計画ですが、申請地を整備し、個人住宅一棟を建築するものです。事業の詳細・資金

計画等につきましてはご覧のとおりです。 

次に５条９９番について説明します。譲受人、譲渡人はご覧のとおりです。転用場所

は八束町寺津の１筆です。都市計画区域区分は 都市計画区域外です。農地区分は、

10 ㏊以上の連たんがなく、過去に公共投資もないことから、第２種農地と判断いたし

ました。土地利用計画との調整ですが、平成５年１０月２８日に農振除外済みです。

転用目的は墓地です。転用面積は６．９９㎡、所要面積も同様の６．９９㎡です。権

利の種類は所有権の移転です。事業計画ですが、平成２９年ごろから申請地を整備し、

墓地を設置していたもので、追認案件となることから始末書が提出されています。事

業の詳細・資金計画等につきましてはご覧のとおりです。 

次に５条１００番について説明します。賃借人、賃貸人はご覧のとおりです。転用場

所は東持田町の５筆です。都市計画区域区分は 市街化調整区域の緩和 A 区域です。

農地区分は、10 ㏊以上の連たんがなく、過去に公共投資もないことから、第２種農地

と判断いたしました。土地利用計画との調整ですが、農用地区域外です。転用目的は

現場事務所の設置です。転用面積は５５３．１０㎡、所要面積は山林部分も含んだ１，

１３１．００㎡です。権利の種類は賃借権の設定です。事業計画ですが、申請地を造

成し、隣接の建売住宅建設工事の現場事務所用地として一時転用するものです。事業

の詳細・資金計画等につきましてはご覧のとおりです。 

次に５条１０１番について説明します。賃借人、賃貸人はご覧のとおりです。転用場

所は乃白町の１筆です。都市計画区域区分は 市街化調整区域です。農地区分は、農

用地区域内農地です。土地利用計画との調整ですが、農用地区域内です。転用目的は

資材置場です。許可該当条項は、農地法施行令第１１条第１項１号の農用地区域内で

行う一時転用に該当します。転用面積は９１９㎡、所要面積も同様の９１９㎡です。

権利の種類は賃借権の設定です。事業計画ですが、指令松農第１８５－８７で許可を

受けた一時転用地のうち１筆を松江市立学校給食センター整備事業の資材置き場用地

として一時転用の期間を延長するものです。なお、前回許可を受けたもう南隣の１筆

については農地に復元されます。事業の詳細・資金計画等につきましてはご覧のとお

りです。 

次に５条１０２番について説明します。賃借人、賃貸人はご覧のとおりです。転用場
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所は島根町加賀の１筆です。都市計画区域区分は 都市計画区域外です。農地区分は、

農用地区域内農地です。土地利用計画との調整ですが、農用地区域内です。転用目的

は工事資機材等仮置き場です。許可該当条項は、農地法施行令第１１条第１項１号の

農用地区域内で行う一時転用に該当します。転用面積は５００㎡、所要面積も同様の

５００㎡です。権利の種類は賃借権の設定です。事業計画ですが、申請地を島根県発

注の復旧地山事業の工事資機材等の仮置き場として一時転用していたのですが、治山

事業の延長に伴い一時転用の期間を延長するものです。事業の詳細・資金計画等につ

きましてはご覧のとおりです。 

最後に５条１０３番について説明します。借人、貸人はご覧のとおりです。転用場所

は八雲町東岩坂の２筆です。都市計画区域区分は 都市計画区域外です。農地区分は、

10ha 以上の連たんもなく、過去に公共投資もないことから第２種農地と判断いたしま

した。土地利用計画との調整ですが、農用地区域外です。転用目的は分家住宅です。

転用面積は３４６㎡、所要面積も同様の３４６㎡です。権利の種類は使用貸借による

権利の設定です。事業計画ですが、申請地を整備し分家住宅一棟を建築するものです。

事業の詳細・資金計画等につきましてはご覧のとおりです。 

以上、上程いたしました５条１１件については、農地法第５条第２項の不許可の要件

には該当しないものと認められます。ご審議をお願いいたします。 

本件の９９番と１０２番は、墓地案件と一時転用の期間延長により、今回は省略され

たとのことです。それでは、９９番と１０２番を除いた案件について、現地調査班か

らの報告をお願いします。 

全ての案件につきまして、事務局から説明のあったとおり、許可相当であると判断い

たしました。 

これより審議に入ります。ただいまの事務局の説明と現地調査班の報告につきまして、

ご意見・ご質問はありませんか。 

（なしの声） 

ないようでございますので、採決いたします。議第１８７号については、いずれも、

島根県農業会議からの意見聴取が不要の案件でございます。議第１８７号は、原案の

とおり許可することにご異議ありませんか。 

（異議なしの声） 

ご異議なしということですので、議第１８７号は、原案のとおり許可することに決し

ます。議第１８８号「非農地確認について」を上程します。事務局の説明をお願いし

ます。 

議題１８８号非農地についてご説明いたします。議案と、『非農地確認について』の説

明資料を併せてご覧ください。今月上程いたします非農地証明願は１件２筆です。 

それでは、番号２４番の案件についてご説明いたします。土地の所在は、法吉町の農

用地区域外、市街化調整区域の田２筆で、申請人はご覧のとおりです。土地の状況に

ついてご説明します。申請地は、法吉団地の春日法吉団地線の北端から北に約 100ｍ進

んだ地点に位置しており平成元年頃から、耕作に不便な為耕作放棄されており、現在

は雑木等が繁茂し周囲も山林化しており農地としての再生は困難な状況である。現地

確認した際の現地の状況ですが、３月１７日に申請者代理人の立ち会いの下で、小林

勇夫農地利用最適化推進委員と事務局で現地確認を行いました。現地は平成元年頃か

ら耕作に不便な為耕作放棄されており、現在は、雑木が繁茂し、周囲も山林化してお

り農地としての再生は困難な状況でした。 
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以上、ご報告しましたとおり、本案件は当該の土地を農地に復元するための物理的な

条件整備が困難なケースであり、農地法第２条第１項に規定する「耕作の目的に供す

る土地」ではないと考えます。ご審議をお願いいたします。 

それでは、審議に入ります。ただいまの事務局からの説明につきまして、ご意見・ご

質問はありませんか。 

（なしの声） 

ないようでございますので、採決します。議第１８８号は原案のとおり確認すること

にご異議ありませんか。 

（異議なしの声） 

ご異議なしということですので、議第１８８号は原案のとおり確認することに決しま

す。次に議第１８９号「松江市農用地利用集積計画の決定について」を上程致します。

事務局より説明をお願いします。 

議第１８９号の「所１番」は１２番委員に関する案件です。また「所４番」は１番委

員に関する案件ですので、それぞれ先議させていただきたいと思います。また、その

議事の際は、関係する委員は議事から外れていただきたいと思います。 

事務局から、農業委員会法第３１条の規定により、関係する委員に退席をお願いする

案件があるとの説明がありました。ついては、議第１８９号の所１番と所４番の案件

について、先議したいと思います。農業委員会法第３１条第１項の規定により、まず

所１番について、１２番委員はこの議事の間、退室願います。 

それでは、議第１８９号の所１番の案件について、事務局より説明願います。 

それでは議第１８９号「松江市農用地利用集積計画の決定について」の所１について

ご説明いたします。所１は、古江地区、田４筆の売買による所有権移転です。売り手

の方は、労力不足により売りたいとの要望があり、買い手の方は、経営規模拡大のた

め買いたいとの要望があったため、今回利用集積計画に挙げ、所有権移転するもので

す。売買価格は記載のとおりです。以上、ご審議のほど、お願いいたします。 

説明が終わりましたので審議に入ります。ただいまの事務局の説明につきまして、ご

意見・ご質問はありませんか。 

今回売買する４筆の田は、連たんしているか。 

議案に記載している４筆のうち、上の３筆は連たんしており、残り１筆は少し離れて

います。 

わかりました。 

ほかにございませんか。 

（なしの声） 

ないようでございますので、採決いたします。議第１８９号の所１番の案件について、

原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（異議なしの声） 

ご異議なしということですので、議第１８９号の所１番の案件については、原案のと

おり決定することに決します。それでは、１２番委員の除斥を解きます。 

次に、議第１８９号の所４番について、１番委員はこの議事の間、退室願います。 

それでは、議第１８９号の所４番の案件について、事務局より説明願います。 

それでは「松江市農用地利用集積計画の決定について」の所４についてご説明をいた

します。 

所４は鹿島地区、田１筆の売買による所有権移転です。売り手の方は、労力不足によ
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り売りたいとの要望があり、買い手の方は、経営規模拡大のため買いたいとの要望が

あったため、今回利用集積計画に挙げ、所有権移転するものです。売買価格は１０a当

たり３０万円です。 

説明が終わりましたので審議に入ります。ただいまの事務局の説明につきまして、ご

意見・ご質問はありませんか。 

（なしの声） 

ないようでございますので、採決いたします。議第１８９号の所４番の案件について、

原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（異議なしの声） 

ご異議なしということですので、議第１８９号の所４番の案件については、原案のと

おり決定することに決します。それでは、１番委員の除斥を解きます。 

それでは、議第１８９号のうち、所１番と所４番の案件以外について、審議したいと

思います。それでは、事務局より説明願います。 

それでは議第１８９号「松江市農用地利用集積計画の決定について」の所１と所４以

外の案件についてご説明をいたします。 

所２は、生馬地区、田１筆の売買による所有権移転です。売り手の方は、労力不足に

より売りたいとの要望があり、買い手の方は、経営規模拡大のため買いたいとの要望

があったため、今回利用集積計画に挙げ、所有権移転するものです。売買価格は１０a

当たり４０万円です。 

所３は竹矢地区、畑２筆の売買による所有権移転です。売り手の方は、労力不足によ

り売りたいとの要望があり、買い手の方は、経営規模拡大のため買いたいとの要望が

あったため、今回利用集積計画に挙げ、所有権移転するものです。売買価格は２筆で

１００万円です。 

つづいて農用地利用集積計画の相対契約についてご説明いたします。利１は生馬地区

の更新案件です。利２から利７は持田地区の更新案件です。利８から利１１は本庄地

区の更新案件です。利１２は竹矢地区の新規案件です。利１３から利１８と利２０の

一部は大庭地区の案件で、このうち利１８と利２０の一部が新規の案件です。利１９

は鹿島地区の更新案件です。利２０の一部から利２３は東出雲地区の案件で、このう

ち利２０の一部が新規の案件です。利２４から利３２は八雲地区の案件で、このうち

利２４の一部、利２８の一部、利２９と利３０が新規の案件です。利３３と利３４は

玉湯地区の案件で、利３４が新規の案件です。利３５から利４５は宍道地区の案件で、

このうち利３５、利４１から４４が新規の案件です。利４６は玉湯地区の更新案件で

す。利４７は八束地区の新規案件です。利４８と４９は大庭地区の更新案件です。利

５０から利５３は鹿島地区の案件で、このうち利５２と５３が新規の案件です。 

以上、今回の利用権設定における相対契約の地目別面積は、田１７５，８３５㎡、畑

２，１２９㎡、合計面積１７７，９６４㎡となります。 

つづいて農用地利用集積計画の転貸契約についてご説明いたします。転１から転１１

は大野地区、機構転貸の案件で、このうち転１が新規の案件です。転１２から転３０

は秋鹿地区、機構転貸の案件でこのうち転３０が新規の案件です。転３１から転３６

は古江地区、機構転貸の案件で、このうち転３１から３３が新規の案件です。転３７

から転５５は生馬地区、機構転貸の案件で、このうち転４１が新規の案件です。転５

６は川津地区、機構転貸の更新案件です。転５７から転６３は朝酌地区、機構転貸の

案件で、このうち転５８と５９、転６３が新規の案件です。転６４から転７７は持田
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地区、機構転貸の案件で、このうち転６６の一部、転６７の一部、転６８が新規の案

件です。転７８と７９は竹矢地区、機構転貸の新規案件です。転８０は鹿島地区、機

構転貸の新規案件です。転８１は東出雲地区、機構転貸の更新案件です。転８２と８

３は宍道地区、機構転貸の新規案件です。転８４と８５は古江地区、機構転貸の新規

案件です。 

以上、今回の利用権設定における転貸契約の地目別面積は、田２９２，０４９㎡、畑

６，４７９㎡、合計面積２９８，５２８㎡となります。ご審議のほど、よろしくお願

いします。 

説明が終わりましたので審議に入ります。ただいまの事務局の説明につきまして、ご

意見・ご質問はありませんか。 

議案にある契約内容の欄において、「新規・担い手」と記載のある案件はどういった案

件か。 

当該の欄において、「新規・担い手」と記載している案件は、これまで非担い手農業者

が耕作していた農地を、今回担い手農業者が耕作することになった案件です。 

分かりました。 

ほかにございませんか。 

（なしの声） 

ないようでございますので、採決いたします。議第１８９号のうち、所１番と所４番

の案件以外について、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（異議なしの声） 

ご異議なしということですので、議第１８９号のうち、所１番と所４番の案件以外に

ついては、原案のとおり決定することに決します。 

次に議第１９０号「令和２年度 松江市農業委員会 事業計画の決定について」を上程

致します。事務局の説明をお願いします。 

（議案に基づき、令和２年度農業委員会関係予算及び事業計画（案）について説明） 

説明が終わりましたので審議に入ります。ただいまの事務局の説明につきまして、ご

意見・ご質問はありませんか。 

（なしの声） 

ないようでございますので、採決いたします。議第１９０号は原案のとおり決定する

ことにご異議ありませんか。 

（異議なしの声） 

ご異議なしということですので、議第１９０号は原案のとおり決定することに決しま

す。次に、報告に入ります。報告第６５号「会長専決処分の報告」、報告第６６号「事

務局長専決処分の報告」を一括でお願いします。 

（報 告） 

報告が終わりましたが、これは報告ですのでこれまでとします。 

以上で議事を終了しましたので、第３３回松江市農業委員会総会を閉会いたします。 

 

  

 


